
境トリニタスファンクラブ会員規約 

 

第 1条(名称及び運営)                                         

 「境トリニタスファンクラブ」(以下「本会」といいます。)は、特定非営利活動法人境スポーツクラブ事務局(以下

「事務局」といいます。)がその運営を行います。 

 

第 2 条(目的)                                            

本会は境トリニタスを応援することを通じて、ファン、選手、クラブの親睦を深めることを目的とします。 

 

第 3条(会員)                                            

本会は、境トリニタスファンクラブ会員規約(以下「本規約」といいます。)を承認し、事務局所定の入会手続き及び

年会費の支払いを行い、事務局が審査のうえ入会を認めた方を会員とします。 

 

第 4 条(会員の種別・会費)                                       

 本会には、以下の種類があります。 

 ・レギュラー（5,000 円) 

 ・ファミリー会員（年会費家族 2 人目以降 2,500 円) 

  

第 5 条(会員期間・年会費の決済)                                    

会員期間は 1年間とし、所定の年会費を所定の方法により年 1回お支払い頂きます。 

更新は自動更新とし、会員より「退会します」という旨の意思表示がない限り、更新手続きを行います。事務局は、

理由の如何を問わず一旦お支払い頂いた年会費は返却致しません。  

 

第６条(保護者の義務)                                        

満 18 歳未満の方が入会の申し込みをされる場合には、保護者の同意が必要です。満 18 歳未満の会員の保護者の

方は、その会員に代わって本規約第5条、第6条に定める会費のお支払い及び会員証の管理を行って頂くものとし

ます。 

 

第７条（その他の禁止事項）                                      

 会員は、本会及び本サービスに関し、以下の行為を行わないものとする。 

 １．当クラブまたは第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、またはその恐れがある行為 

 ２．第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはその恐れがある行為 

 ３．第三者になりすまして本会に入会する行為 

 ４．他の会員になりすましてサービスを利用する行為 

 ５．他の会員に自らの資格または資格によって受けられるｻｰﾋﾞｽを利用させる行為 

 ６．当クラブあるいは第三者を誹謗中傷し、または当クラブあるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為 

 ７．当クラブあるいは第三者に不利益を与える行為またはその恐れがある行為 

 ８．本会の運営を妨げるような行為 

 ９．前各号の他、本規約及び利用規約等、法令または公序良俗に違反する行為、またはそれらの恐れがある行為 

 10．前各号の行為を第三者に行わせる行為 

 11．その他当クラブが不適切と判断する行為  

 

第８条(反社会的勢力の排除)                                     

本会は会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、本会は事前に通知することによりその会員登

録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことが出来るものとする。その場合第５条の定めにより年会費は返却

しない。 

 １．暴力団員による不当な行為に関する法律(平成 3年 5月 15日 法律第 77号)第 2条の暴力団、又はこれに類す

る反社会的団体(以下「暴力団等」といいます)に所属する者(以下「暴力団員等」といいます)。 

 ２．暴力団員等でなくなった時から 5年経過しない者 



 ３．暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する

者。 

 ４．暴力団員等に対し、資金その他便宜を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有すると本会

が認める場合。  

 

第９条(届け出事項の変更)                                      

会員は事務局へ届け出た住所、氏名等などの事項に変更が生じた場合はすみやかにこれを事務局へ通知しなけ

ればならない。変更通知がない場合、事務局からの発送物が到着しなかった等の事故について事務局は一切責任

を負いません。 

 

第１０条(個人情報について)                                      

会員の個人情報は、本会の情報及びイベント、グッズの案内等に使用します。 

また、事務局は、本会に関する業務の一部を委託し、守秘義務を締結している協力会社、提携会社、及び業務委託

先会社に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。  

 

第１１条(紛争)                                            

本会に関して生じた会員間の紛争は、当事者間で解決するものとし、会員は当クラブに対しいかなる苦情の申し立

ても行わないこととします。  

 

第１２条(準拠法)                                           

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。  

 

第１３条(管轄裁判所) 

本契約に関して万一、会員と当クラブとの間で紛争が生じた場合、当クラブの本店所在地を管轄する地方裁判所

を合意管轄裁判所とします。  

 

第１４条(退会)                                            

次の場合には、事務局は会員を本会から退会させることができるものとする。 

 １．会員より退会の申出があり、所定の手続きを事務局が受け付けた場合。 

 ２．会員が本規約に違反、もしくは本会の名誉を著しく傷付けた場合で、事務局が不適当と認めた場合。  

 

第１５条(規約の変更) 

 本規約に定めのない事項については、事務局において必要の都度定めるものとします。 

 

第１６条(その他) 

 会員は、本規約に定めのない事項について、別途当クラブの定めるところに従うものとします。 

 

付則 

１ 本規約は，平成２９年３月１日より施行する。 

１ 本規約は，平成３１年４月１日一部改訂 


